[bookmark: _GoBack]様式３
参加資格要件確認書
	参加資格要件
	確認欄
（該当するものに☑）

	市に令和７･８年度新居浜市入札参加資格審査申請書を提出し、「物品・役務」において、参加資格を有すると認定されている者（認定期間が有効）である。
	□はい　　□いいえ

	地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１
項各号及び次に掲げる要件のいずれにも該当しない。
	□はい　　□いいえ

	１　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないこと。
２　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないこと。
３　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員（執行役員を含む。）又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員等（新居浜市暴力団排除条例（平成２３年条例第２９号）第２条第３号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）であると認められること。
４　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること。
５　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められること。
６　役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められること。
７　役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。

	公告日から契約締結日までの間において、新居浜市物品売買等指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない。
	□はい　　□いいえ

	本業務の趣旨を十分理解した上で委託業務を実施することができる。
	□はい　　□いいえ

	ISO/IEC27001の認証又は一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認証するプライバシーマークを取得している。
　※登録書等、内容が確認できるものの写し等を添付すること。
	□はい　　□いいえ

	デジタル庁が示すデジタル地方創生サービスカタログにおいて、サービス分野「子育て」の「保育所等業務のデジタル化」に掲載されているサービスを提供することができる。
	□はい　　□いいえ



